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文責 校長 谷口 

新型コロナウイルス感染症による臨時休業が明けて 
昨日は、大雪のため臨時休業となり保護者の方には連日ご負担をおかけしているところです。また、新型

コロナウイルス感染症により２月１０日を全校臨時休業、１４日、１５日を一部学級閉鎖とし、皆様には大

変ご心配をおかけしました。クラスター等大きな広がりもなく、一昨日１６日から全校での学校生活が戻り

ました。日頃の児童一人一人の感染予防への心がけはもちろんのこと、家庭でもアンテナ高く感染予防に努

めていただいている成果もあるのではないかと感謝いたします。   

休業期間中も含め保護者の方々から感染予防対策についてご心配の声が届けられておりますので、改めて

学校での取り組みについてお知らせします。 

○基本方針として「鳥取県市町村（学校組合）立学校用新型コロナウイルス感染症予防ガイドライン」

に沿って、各種対策を進めています。（羽合小学校ホームページトップにリンク） 

 ・状況によって更新されているもので、保健所や専門家の助言のもとに作成されており、湯梨浜町教育

委員会の指示のもと、原則このガイドラインの方針で町内各校取組んでいます。 

なお、対応は感染の流行状況によって段階があり、現時点では以下のような状況です。 

○一人一人が心がけること 

 ・マスク着用、手洗い、手指の消毒（アルコール）、大声を出さない、道具の貸し借りをしない、密を防

ぐ等、その都度教員も言葉にして伝えるなど、全校体制で励行しております。 

○環境面での対策 

 ・各教室に空気清浄機や CO2 濃度測定器を設置し換気を徹底するとともに、シルバー人材センターの方

や職員で、毎日共有箇所の消毒（階段手すりやトイレドアノブ、蛇口等）、特別教室の机の消毒等を

しております。 

○学習時間 

・教室ではできるだけ座席を離して座り、音楽では歌を歌ったり息を吹き込む楽器の演奏をしたりしな

い、体育では、激しいコンタクトのある運動はしない、家庭科では共同で調理する調理実習は行わな

い、など教科に応じて学習活動の制限をしています。 

 ○給食時間  

  ・白衣、マスクを着用し、しっかり手洗いをしたうえで黙って準備をします。食事中はグループにはな

らず、黙食をしています。 

 ○掃除時間 

 ・感染拡大に伴い２月に入ってから回数を減らし、火曜日、木曜日に実施してきました。これまで雑巾

がけも行ってまいりましたが、モップの準備ができたため雑巾がけを中止し、水曜日以外毎日掃除を

するようにしました。 

・ゴミ箱のゴミ袋の処理は、教員が封をしています。 

 ・トイレ掃除については備え付けの掃除用具を使って行い、終わったら手洗いを入念にしておりました

が、今後はさらに使い捨て手袋を準備し、より安心して掃除ができるよう対応していきます。 

 ○万が一、学校で陽性者が発生した場合は・・・ 

  ・学校から陽性者が出た場合の対応については、伝達ルートは定められていますが、人数や規模、発生

状況（時期、場所等）によって一律に対応することが難しい状況にあります。そのため、時間を空け

ず、その都度、町教育委員会と保健所と連携を取りながら対応を進めることとなります。授業日に学

校から発生した場合は、全保護者にマチコミ連絡をし、児童を下校させる措置を取ります。同時に、

保健所による状況確認がなされ PCR 検査を受ける人の範囲や人数が決まり、連絡等の対応が始まる流

れとなります。休業する期間等はその後の指示のもとに決定します。例えば今回は夕方遅くに発生連

絡が入り、保健所が PCR 検査を受ける方を特定し、個別の連絡が完了したのが午後９時半過ぎという

状況でした。ケースによって連絡状況等が異なってくることをご理解ください。 

児童の安心安全を第一とし、その中で、できる限り学びを止めないよう心掛け、新型コロナウイルス感染

予防に努めていきたいと思います。保護者の皆様には、感染予防についていろいろご協力いただきありがと

うございます。心配ごと等ありましたら、遠慮なく学校にご相談ください。 


